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令和６年１０月４日 

お客様各位 

株式会社ＴＫＣ 

 

令和６年分年末調整に関する申告書の改正点と注意点 

 

令和６年分年末調整では、「保険料控除申告書」及び「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調

整控除申告書」の様式が改正されています。また、令和７年分「扶養控除等申告書」について、

いわゆる「簡易な申告書」により提出できることとされました。 

つきましては、これらの申告書の様式の改正点と注意点をご案内します。 

また、「年末調整がよくわかるページ（令和６年分）」が公開され、下記Ⅲのとおりパンフレ

ットや各種様式・記載例が掲載されましたので、ご参考としてあわせてご案内します。 

 

Ⅰ 令和６年分年末調整に関する申告書の改正点 

１．「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」の改正点（措法41の3の8） 

  「年末調整に係る定額減税のための申告書」との兼用様式となり、「基礎控除申告書」及び

「配偶者控除等申告書」に定額減税に係る記載欄が追加されました。 

(1) 「基礎控除申告書」 

 ①「判定」欄に「1,000万円超1,805万円以下(Ｄ)」が追加されました。 

②「本人定額減税対象」欄が追加されました。 

  (Ａ)～(Ｄ)に該当する場合、定額減税対象となります。 

(2) 「配偶者控除等申告書」 

  「配偶者定額減税対象」欄が追加されました。配偶者については、合計所得金額の見積額が

48万円以下で居住者に該当する場合、定額減税の対象となります。 

 

 

２．「保険料控除申告書」の改正点（所規75） 

次の各欄に設けられていた「あなたとの続柄」欄が削除されました。 

(1) 「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄 

(2) 「地震保険料控除」欄のうちの「保険等の対象となった家屋等に居住又は家財を利用してい

る者等の氏名」欄 

https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm
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(3) 「社会保険料控除」欄の「保険料を負担することになっている人」欄 

 

 

３．「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」 

上記１．と同様に、令和６年６月から開始された月次減税事務において使用する「源泉徴収

に係る定額減税のための申告書」も、「年末調整に係る定額減税のための申告書」と兼用様式

とされています。 

 

４．令和７年分「扶養控除等申告書」の改正点（所法194②）  

(1) 令和７年分から、扶養控除等申告書の記載内容について前年から異動がない場合には、｢前

年から異動がない｣旨を記載した｢簡易な申告書｣を提出できることとされました。 

この ｢簡易な申告書｣とは、下の様式イメージのように、氏名、個人番号、住所および「前

年の申告内容からの異動」がない旨を記載した扶養控除等申告書をいいます。 

簡易な申告書：「前年の申告内容からの異動」がない旨等を記載した申告書  

簡易な申告書以外の扶養控除等申告書：必要事項をすべて記載した申告書  

 

(2) 異動の有無の判定については、次のとおりとされています。 

①基本情報の変更や控除額の計算に影響する変更は、異動があるものとされています。 

1)基本情報の変更：本人や家族の氏名、住所等が変わる場合 

2)控除額の計算に影響する変更：所得の増減や加齢等により控除額が変わる場合 

※所得の増減や加齢等があっても控除額が変わらない場合は異動がないものとされます。   

 ②異動の有無の例としては次のとおりです。 

 【異動があるものとされる例】  

・配偶者の合計所得見積額の増加(90万円→100万円)により、源泉控除対象配偶者から外れる  

・親族の合計所得見積額の減少(50万→40万円)により、扶養控除の対象になる  

・加齢(15歳→16歳)により、16歳未満の扶養親族から控除対象扶養親族になる  

・障害の等級が上がった(3級→2級)ことにより、障害者から特別障害者になる  
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【異動がないものとされる例】  

・配偶者の合計所得見積額は増加(80万円→90万円)したが 、源泉控除対象配偶者のまま  

・親族の合計所得見積額は減少(60万→50万円)したが、扶養控除の対象外のまま  

・加齢(14歳→15歳)したが、16歳未満の扶養親族のまま  

・障害の等級が上がった(4級→3級)となったが、障害者のまま  

③異動の有無は、従業員本人が確認します。なお、この確認にあたり、国税庁ホームページに

チェックリストが公開されています。 

 ④会社が従業員から「簡易な申告書」の提出を受けた場合は、その前の年分の「簡易な申告書

以外の扶養控除等申告書」を保存しておく必要があります。そのため、通常の保存期間であ

る７年間を超えて保存が必要なケースが出てきます。 

 

Ⅱ 令和６年分年末調整に関する申告書の注意点 

令和６年分の年末調整では、定額減税に関する事務が発生します。そのため、下記１～５の

注意点のうち、特に１と２にご注意ください。 

また、当注意点とあわせ、ＴＫＣ戦略経営者メニュー21等の画面左上のバナー「定額減税」

最新情報サイトからダウンロードできる「今すぐ備える！年末調整で行う定額減税」のリーフ

レットも今一度ご確認ください。 

 

１．「基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除申告書」と「年末調整に係る定額減税のため

の申告書」との兼用様式 

(1) 「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出等により、月次減税の対象としていた同

一生計配偶者がいる場合でも、当該配偶者については年末調整であらためて定額減税の対象と

して当申告書に記載し、提出する必要があります。 

(2) 配偶者の合計所得は48万円ですが、本人の合計所得が1,000万円超（1,805万円以下）のため、

昨年までは配偶者控除等申告書の記載および提出をしていなかった場合でも、令和６年分で定

額減税の対象とするためには当申告書に同一生計配偶者を記載し、提出する必要があります。 

 

２．令和６年分「扶養控除等(異動)申告書」 

16歳未満の扶養親族についても定額減税の対象に含まれます。所得税の扶養控除の対象にで

きないため当申告書に16歳未満の扶養親族を記載していなかった場合でも、令和６年分で定額

減税の対象とするためには、16歳未満の扶養親族を記載し、提出する必要があります。 

 

３．「保険料控除申告書」 

  続柄欄の削除に伴い、「生命保険料控除」欄の「保険金等の受取人」欄等の正誤は、氏名の

みで判断することになります。給与担当者が記載誤りに気付きにくくなる可能性があるため、

例年以上に記載を誤ることのないようご注意ください。 

 

４．「源泉徴収に係る定額減税のための申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書」 

(1) 本人、配偶者および扶養親族が定額減税対象か否かについては、それぞれ次の申告書を提出

いただくことで漏れなく確認できると考えられます。 

①本人および配偶者が定額減税対象か否か：上記Ⅱ１．の申告書 

https://www.tkc.jp/lp/ebooks-invoice/?ref=ems#teigakugenzei
https://www.tkc.jp/lp/ebooks-invoice/?ref=ems#teigakugenzei
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②扶養親族が定額減税対象か否か：上記Ⅱ２．の申告書 

(2) そのため、年末調整においては当申告書の利用は不要となるため、ＴＫＣの年末調整関連シ

ステム（ＰＸシリーズ・あんしん給与、ＰＸまいポータルおよびＦＸクラウドシリーズ(給与

計算機能)）ではシステム化の対象外とします。 

なお、ＰＸシリーズ・あんしん給与、ＦＸクラウドシリーズ(給与計算機能)の「令和６年分

定額減税」メニューから印刷する当申告書は、月次減税事務（当申告書の【源泉徴収に係る申

告書として使用】にチェックを付けて使用するケース）に対応したものであり、年末調整事務

（当申告書の【年末調整に係る申告書として使用】にチェックを付けて使用するケース）には

対応いたしませんのでご注意ください。 

 

５．令和７年分「扶養控除等申告書」（簡易な申告書） 

上記Ⅰ４．のとおり、前年から異動がない場合には、｢前年から異動がない｣旨を記載した

｢簡易な申告書｣を提出できることとされましたが、次の２つの理由から、システムでは「簡易

な申告書」（「前年から異動がない」旨を記載した申告書）には対応いたしません。 

(1) 上記Ⅰ４．(2)を踏まえると、従業員は必要事項をすべて記載する手間を省略できる一方、

会社（給与担当者）の管理・運用の手間が、次の①②のように大きく増加すると見込まれるた

め。また、従業員が前年からの異動の有無を正しく判断できないケースが懸念されるため。 

①扶養情報の異動の有無を確認する場合、前年以前に提出された、必要事項がすべて記載され

た「扶養控除等申告書」と、システムへ登録された最新の扶養情報を比較して確認すること

になります。 

②上記Ⅰ４．(2)④のとおり、「簡易な申告書以外の扶養控除等申告書」通常の保存期間であ

る７年間を超えて保存が必要なケースが生じえます。 

(2) 現行の次の機能で、手間も少なく運用できると考えられるため 

①選択により扶養控除等申告書に本人情報、家族情報をプレ印刷する機能 

②ＰＸまいポータルの扶養控除等申告書等のＷｅｂ入力機能 

※なお、年次更新時に１歳加齢した上で扶養区分等を自動更新しているため、加齢による異動

については従業員には補正の手間が発生しません。 

 

Ⅲ 【ご参考】国税庁ホームページに公開された情報（年末調整のしかた、手引等） 

１．「詳しい説明(パンフレット)」 

(1) 令和６年分 年末調整のしかた 

(2) 令和６年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引 

２．各種様式・記載例 

  各種申告書・記載例(扶養控除等申告書など) 

以上 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/01.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/tebiki2024/index.htm
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/shinkokusyo/index.htm

